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 最初は数千円程度で始められることが多いようですが、すぐに「サポート付きの
確実に儲かるコース」を電話やメールで強く勧められ、数十万円から百万円以上の
契約を結んでしまい、カードの分割払いや借金までしてしまう人もいます。
 契約したものの「稼ぐためのノウハウを教わったが役に立つ情報ではなかった」
「指示に従っても全然儲からない」「約束のサポートが受けられない」「解約に
応じてもらえず返金保証などの約束も果たされない」といった深刻な問題が多発
しており、解約・返金交渉は難航します。

あ な た を 狙 っ た 詐 欺 や
悪 質 商 法 に ご 注 意 く だ さ い

 リスクが無く必ず稼げる「うまい話」を
うのみにしてはいけません。不審に思うとき
は消費生活センターにご相談ください。 

 ネットビジネスで稼ぐつもりが…
 インターネット広告、SNSの情報、友人からの誘いなどで、副業ネットビジネス
の儲け話に引き込まれる人が増加しています。
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開設しました！
ぜひご覧ください


